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手続き・お知らせ

問 

教
育
委
員
会
ス
ポ
ー
ツ
推
進
室　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
７
３
０
７
）

お知らせ

み
ら
い
マ
ラ
ソ
ン
開
催
に
伴
う
交
通
規
制

　

３
月
４
日
㈰
に
第
２
回
み
ら
い
マ

ラ
ソ
ン
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
開
催
に

伴
い
、
左
図
の
と
お
り
通
行
止
め
を

行
い
ま
す
。
ま
た
、
通
行
止
め
に
伴

い
、
周
辺
道
路
に
お
い
て
も
一
部
交

通
規
制
が
か
か
り
ま
す
。

　

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
迂

回
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
通
行
止
め
箇
所
と
時
間
】

■
都
市
軸
道
路

〇
紫
峰
ヶ
丘
１
丁
目
‐
公
園
前
‐
成

　

瀬　

間

〇
法
花
坊
‐
成
瀬　

間

◆
午
前
８
時
〜
正
午
（
予
定
）

■
常
総
取
手
線

〇
古
川
‐
豊
体　

間

◆
午
前
９
時
30
分
〜
正
午
（
予
定
）

通行止め箇所…

問 

伊
奈
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
７
２
０
０
）

お知らせ

新
給
食
セ
ン
タ
ー
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

　

こ
の
４
月
よ
り
、
新
し
い
市
立
学

校
給
食
セ
ン
タ
ー
「
Ｍミ

ラ

イ

Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｉ
‐

Ｌラ

ン

チ

Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｈ
」
か
ら
、
市
内
の
公
立

小
中
学
校
・
幼
稚
園
に
給
食
を
お
届

け
し
ま
す
。

　

こ
の
給
食
セ
ン
タ
ー
は
、
１
日
最

大
６
５
０
０
食
の
調
理
が
可
能
で
、

今
後
想
定
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
増

加
に
対
応
し
ま
す
。
ま
た
、
新
た
に

「新設学校給食センター」の完成イメージ

一
部
の
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
対
応
し

た
給
食
も
実
施
し
ま
す
。

　

給
食
の
調
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、

信
頼
と
実
績
の
あ
る
民
間
企
業
へ

委
託
し
、こ
れ
ま
で
以
上
に
「
安
全
・

安
心
で
お
い
し
い
給
食
」
を
子
ど

も
た
ち
に
届
け
て
ま
い
り
ま
す
。

問 

伊
奈
庁
舎
み
ら
い
ま
ち
づ
く
り
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
２
０
７
）

お知らせ

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
の
準
備
調
査
を
実
施
し
ま
す

１
月
下
旬
か
ら
実
施　

　

今
年
10
月
に
実
施
す
る
「
平
成
30

年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
」
の
準
備

調
査
と
し
て
、
統
計
指
導
員
が
調
査

区
内
を
巡
回
し
、
住
戸
な
ど
の
数
や

位
置
を
確
認
す
る
準
備
調
査
（
単
位

区
設
定
）
を
行
い
ま
す
の
で
、
調
査

へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
準
備
調
査
は
原
則
、

調
査
票
の
記
入
依
頼
や
、
住
宅
へ
の

訪
問
は
行
い
ま
せ
ん
。

▼
実
施
時
期
＝
１
月
下
旬
〜
２
月
中
旬

国
民
年
金
保
険
料
の
後
納
制
度

問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
４
０
２
）

手続き・申請

未
納
分
の
納
付
で

将
来
の
年
金
額
が
増
加
も

　

過
去
5
年
以
内
に
納
め
忘
れ
た
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
で

将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で

き
る
「
後
納
制
度
」
が
平
成
27
年
10

月
か
ら
平
成
30
年
9
月
ま
で
の
3
年

間
に
限
り
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
年

金
額
を
増
や
す
こ
と
や
、
年
金
の
受

給
で
き
な
か
っ
た
方
が
受
給
資
格
を

得
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

従
来
、
老
齢
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
は
保
険
料
納
付
済
み
期
間
と
保

険
料
免
除
期
間
な
ど
を
合
算
し
た
資

格
期
間
が
原
則
と
し
て
25
年
以
上
必

要
で
し
た
が
、
平
成
29
年
8
月
か
ら

は
、
資
格
期
間
が
10
年
以
上
あ
れ
ば

老
齢
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
後
納
制
度
を
利
用
し

不
足
し
て
い
る
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
に
よ
り
、
年
金
の
受
給
が
で
き
な

か
っ
た
方
が
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

申
請
が
必
要
で
す

　

た
だ
し
、
す
で
に
老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
し
て
い
る
方
な
ど
は
、
後
納

制
度
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
後
納

制
度
を
利
用
す
る
に
は
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】　

〇
国
保
年
金
課
（
内
線
４
４
０
２
）

〇
土
浦
年
金
事
務
所　

☎
０
２
９
‐

８
２
５
‐
１
１
７
０


